
改

正

後

改

正

前

第
十
四
条

[
略]

第
十
四
条

[

略]

２

館
は
、
第
三
者
に
関
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利

２

館
は
、
第
三
者
に
関
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利

用
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
が
行
政
機
関
情
報
公
開
法
第
五

用
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
が
行
政
機
関
情
報
公
開
法
第
五

条
第
１
号
ロ
若
し
く
は
第
２
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
情
報
に
該
当
す
る
と
認
め
る

条
第
１
号
ロ
若
し
く
は
第
２
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
情
報
に
該
当
す
る
と
認
め
る

と
き
は
、
利
用
さ
せ
る
旨
の
決
定
に
先
立
ち
、
当
該
第
三
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に

と
き
は
、
利
用
さ
せ
る
旨
の
決
定
に
先
立
ち
、
当
該
第
三
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
（
館
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と

掲
げ
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
て
、
法
第
十
八
条
第
２
項
に
基
づ
く
意
見
書
を

通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た

提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
第
三
者
の
所
在
が
判

電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
通
知
し
て

明
し
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

、
法
第
十
八
条
第
２
項
に
基
づ
く
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
当
該
第
三
者
の
所
在
が
判
明
し
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。
一
～
五[

略]

一
～
五[

略]

３

館
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
で
あ
っ
て
法
第
一
六
条
第
１
項
第
１
号
ハ
又
は
ニ

３

館
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
で
あ
っ
て
法
第
一
六
条
第
１
項
第
１
号
ハ
又
は
ニ

に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
法
第
八
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
付
さ
れ
た
も

に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
法
第
八
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
付
さ
れ
た
も

の
を
利
用
さ
せ
る
旨
の
決
定
を
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
外
務
大
臣
に
対
し

の
を
利
用
さ
せ
る
旨
の
決
定
を
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
外
務
大
臣
に
対
し

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
て
、
法
第
一
八
条
第
３
項
に
基

よ
り
通
知
し
て
、
法
第
一
八
条
第
３
項
に
基
づ
く
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え

づ
く
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五[

略]

一
～
五[
略]

４

館
は
、
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え

４

館
は
、
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え



ら
れ
た
第
三
者
が
当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
に
反
対
の
意
思
を

ら
れ
た
第
三
者
が
当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
に
反
対
の
意
思
を

表
示
し
た
意
見
書
（
以
下
「
反
対
意
見
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
た
場
合
に
お
い

表
示
し
た
意
見
書
（
以
下
「
反
対
意
見
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
利
用
さ
せ
る
旨
の
決
定
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
決

て
、
当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
利
用
さ
せ
る
旨
の
決
定
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
決

定
の
日
と
利
用
さ
せ
る
日
と
の
間
に
少
な
く
と
も
２
週
間
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

定
の
日
と
利
用
さ
せ
る
日
と
の
間
に
少
な
く
と
も
２
週
間
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
館
は
、
そ
の
決
定
後
直
ち
に
、
当
該
反
対
意
見
書
を
提

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
館
は
、
そ
の
決
定
後
直
ち
に
、
当
該
反
対
意
見
書
を
提

出
し
た
第
三
者
に
対
し
、
法
第
十
八
条
第
４
項
に
基
づ
き
利
用
さ
せ
る
旨
の
決
定
を

出
し
た
第
三
者
に
対
し
、
法
第
十
八
条
第
４
項
に
基
づ
き
利
用
さ
せ
る
旨
の
決
定
を

し
た
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
利
用
さ
せ
る
日
を
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を

し
た
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
利
用
さ
せ
る
日
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な

使
用
す
る
方
法
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

第
十
五
条

第
十
五
条

１
～
３

[

略]

１
～
３

[

略]

４

館
は
、
利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
が
著
し
く
大
量
で
あ
る
た
め
、

４

館
は
、
利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
が
著
し
く
大
量
で
あ
る
た
め
、

利
用
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
そ
の
全
て
に
つ
い
て
利
用
決
定
を
す
る

利
用
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
そ
の
全
て
に
つ
い
て
利
用
決
定
を
す
る

こ
と
に
よ
り
事
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
第

こ
と
に
よ
り
事
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
第

１
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の

１
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の

う
ち
の
相
当
の
部
分
に
つ
き
当
該
期
間
内
に
利
用
決
定
を
し
、
残
り
の
部
分
に
つ
い

う
ち
の
相
当
の
部
分
に
つ
き
当
該
期
間
内
に
利
用
決
定
を
し
、
残
り
の
部
分
に
つ
い

て
は
相
当
の
期
間
内
に
利
用
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

て
は
相
当
の
期
間
内
に
利
用
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

館
は
、
利
用
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
（
第
十
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る

館
は
、
利
用
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
（
第
十
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る

補
正
に
要
し
た
日
数
を
除
く
。
）
に
、
利
用
請
求
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

補
正
に
要
し
た
日
数
を
除
く
。
）
に
、
利
用
請
求
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば

事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
二[

略]

一
～
二[

略]

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。


